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交 通 局 規 程

川崎市交通局規程第４号

　川崎市交通局分課分掌規程の一部を改正する規程を次

のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局分課分掌規程の一部を改正す

　　　る規程

　川崎市交通局分課分掌規程（昭和27年交通部規程第１

号）の一部を次のように改正する。

　第４条第３項中「理事」を「担当理事」に、「参事」

を「担当部長」に、「主幹」を「担当課長」に、「主査」

を「担当係長」に改める。

　第５条第３項中「理事」を「担当理事」に、「参事」

を「担当部長」に、「主幹」を「担当課長」に、「主査」

を「担当係長」に改める。

　第６条第２項中「高速鉄道建設本部参事」を「高速鉄

道建設本部の庶務を担当する担当課長」に、「部内庶務

担当課長」を「部内の庶務を担当する課長」に、「課内

庶務担当係長又は庶務担当主査」を「課内の庶務を担当

する係長」に改める。

　　　附　則

　この規定は平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第５号

　川崎市交通局現業機関設置規程の一部を改正する規程

を次のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局現業機関設置規程の一部を改

　　　正する規程

　川崎市交通局現業機関設置規程（昭和30年交通部規程

第５号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項中「運輸第１係、運輸第２係、運輸第３

係」を「運行係、安全指導係」に改める。

　第３条第２項中「主幹」を「担当課長」に、「主査」

を「担当係長」に改める。

　第３条の２第３項中「主幹」を「担当課長」に、「主査」

を「担当係長」に改める。

　　　附　則

　この規定は平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第６号

　川崎市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程を次

のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局事務決裁規程（昭和55年交通部規程第１

号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１号を削り、第２号中「高速鉄道建設本部の

参事」を「高速鉄道建設本部長（以下「本部長」とい

う。）」に改め、同号を第１号とし、第３号中「主幹を含

む」を「担当課長を含む」に、「高速鉄道建設本部の主幹」

を「高速鉄道建設本部の担当課長」に改め、同号を第二

号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。

　第３条第１項中「本部長、部長」を「部長」に改める。

　第８条第１項を削り、第２項を第１項とし、第３項中

「（係長に相当する職を含む。以下同じ。）」を削り、第

３項を第２項とする。

　別表の２を次のように改める。

　２　人事・労務事項

事項 局長決裁 部長専決 課長専決

⑴ 　採用に関す

ること。

○ 　 　

⑵ 　昇任及び退

職に関するこ

と。

○ 　 　

⑶ 　分限に関す

ること。

○ 　 　

⑷ 　懲戒に関す

ること。

○ 　 　

⑸ 　特別の職名

を付する職に

係る任免に関

すること。

○ 　 　

⑹ 　昇給に関す

ること。

○ 　 　

⑺ 　昇格に関す

ること。

○ 　 　

⑻ 　配置換え、

出向、兼務等

に関すること。

○ 　 　

⑼ 　職種変更に

関すること。

○ 　 　

⑽ 　職務に専念

する義務の免

除に関するこ

と。

○ 　 　

⑾ 　営利企業等

の従事の許可

に関すること。

○ 　 　

⑿ 　休暇、欠勤

その他の願、

届出の承認又

は受理に関す

ること。

部長 課長 課長補佐及び係

長以下
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⒀ 　週休日の振

替及び指定並

びに休日の代

休日の指定に

関すること。

部長 課長 課長補佐及び係

長以下

⒁ 　外国出張の

命令及び復命

の受理に関す

ること。

○ 　 　

⒂ 　出張（外国

出張を除く。）

の命令及び復

命の受理に関

すること。

部長 課長 課長補佐及び係

長以下

⒃ 　時間外勤務

命令及び休日

勤務命令に関

すること。

部長 課長 課長補佐及び係

長以下

⒄ 　職場研修に

関すること。

　 ○ 　

⒅ 　非常勤職員

の職に関する

こと。

○ 　 　

⒆ 　非常勤職員

の任免に関す

ること。

○ 　 　

⒇ 　臨時的任用

の職に関する

こと。

○ 　 　

(21) 　臨時的任用

職員の任用に

関すること。

○ 　 　

(22) 　労働協約等

の締結等に関

すること。

特に重要なもの 重要なもの 軽易又は通例的

なもの

(23) 　手当（期末

手当、勤勉手

当及び退職手

当を除く。）

の支給該当者

の認定等に関

すること。

　 　 ○

(24) 　被服の貸与

に関すること。

　 　 ○

（経理課長及び

高速鉄道建設本

部の財務を担当

する担当課長）

　　別表の３を次のように改める。

　３　財務事項

事項 局長決裁 部長専決 課長専決

　⑴ 　工事の施

行決定及び

請負契約に

関すること。

１件3,000,000

円を超えるもの

１件3,000,000

円以下のもの

（企画管理部長

及び本部長）

１件500,000円

以下のもの（経

理課長及び高速

鉄道建設本部の

財務を担当する

担当課長）

　⑵ 　委託並び

に受託の決

定及び契約

に関するこ

と。

１件3,000,000

円を超えるもの

１件3,000,000

円以下のもの

（企画管理部長

及び本部長）

１件500,000円

以下のもの（経

理課長及び高速

鉄道建設本部の

財務を担当する

担当課長）

⑶ 　物件（不動

産を除く。）

等の調達決定

及び調達契約

に関すること。

１件3,000,000

円を超えるもの

１件3,000,000

円以下のもの

（企画管理部長

及び本部長）

１件500,000円

以下のもの（経

理課長及び高速

鉄道建設本部の

財務を担当する

担当課長）

⑷ 　修繕の決定

及び契約に関

すること。

１件3,000,000

円を超えるもの

１件3,000,000

円以下のもの

（企画管理部長

及び本部長）

１件500,000円

以下のもの（経

理課長及び高速

鉄道建設本部の

財務を担当する

担当課長）

⑸ 　退職手当の

支出決定に関

すること。

○ 　 　

⑹ 　法定福利費

の支出決定に

関すること。

　 　 ○

⑺ 　交際費の支

出決定に関す

ること。

○ 　 　

⑻ 　食糧費の支

出決定に関す

ること。

１件60,000円を

超えるもの

１件60,000円以

下のもの

１件20,000円以

下のもの

⑼ 　損害保険等

（自動車損害

賠償責任保険

を除く。）の

契約及び支出

決定に関する

こと。

１件500,000円

を超えるもの

１件500,000円

以下のもの

１件100,000円

以下のもの

⑽ 　自動車損害

賠償責任保険

の契約及び支

出決定に関す

ること。

　 　 ○

⑾ 　不動産その

他物件の貸付

け又は借受け

の決定及び契

約に関するこ

と。

１件の賃貸借料

年額又は総額が

500,000円を超

えるもの

１件の賃貸借料

年額又は総額が

500,000円以下

のもの

１件の賃貸借料

年額又は総額が

100,000円以下

のもの

⑿ 　負担金等の

経費（別に定

めのあるもの

を除く。）の

支出決定に関

すること。

１件1,500,000

円を超えるもの

１件1,500,000

円以下のもの

１件300,000円

以下のもの

⒀ 　不動産の買

入れ又は売払

いの決定及び

契約に関する

こと。

○ 　 　

⒁ 　物件（不動

産を除く。）

の売払いの決

定及び契約に

関すること。

１件500,000円

を超えるもの

１件500,000円

以下のもの（企

画管理部長及び

本部長）

１件100,000円

以下のもの（経

理課長及び高速

鉄道建設本部の

財務を担当する

担当課長）

⒂ 　不動産その

他物件の交換

及び譲与の決

定並びに契約

に関すること。

○ 　 　

⒃ 　負担付きで

ない寄附の受

納の決定に関

すること。

１件500,000円

を超えるもの

１件500,000円

以下のもの

１件100,000円

以下のもの
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⒄ 　行政財産の

目的外使用の

許可に関する

こと。

○ 　 　

⒅ 　収入（条例

その他の規定

により収入根

拠の確定して

いる収入を除

く。）の決定

に関すること。

１件5,000,000

円を超えるもの

１件5,000,000

円以下のもの

（企画管理部長

及び本部長）

１件1,000,000

円以下のもの

（経理課長及び

高速鉄道建設本

部の財務を担当

する担当課長）

⒆ 　条例その他

の規定により

収入根拠の確

定している収

入の決定に関

すること。

　 　 ○

（経理課長及び

高速鉄道建設本

部の財務を担当

する担当課長）

⒇ 　科目の振替

に関すること。

　 　 ○

（経理課長及び

高速鉄道建設本

部の財務を担当

する担当課長）

(21) 　予算に定め

る金額の流用

に関すること。

　 目間（企画管理

部長及び本部長）

節間（経理課長

及び高速鉄道建

設本部の財務を

担当する担当課

長）

(22) 　予備費の使

用に関するこ

と。

１件500,000円

を超えるもの

１件500,000円

以下のもの（企

画管理部長及び

本部長）

１件100,000円

以下のもの（経

理課長及び高速

鉄道建設本部の

財務を担当する

担当課長）

(23) 　企業債及び

借入金に関す

ること。

○ 　 　

(24) 　契約に係る

予定価格の決

定に関するこ

と。

　 　 ○

（経理課長）

(25) 　物件の不用

決定及び処分

決定に関する

こと。

　 重要なもの（企

画管理部長及び

本部長）

軽易なもの

(26) 　不用品等の

処理に関する

こと。

　 　 ○

（経理課長及び

高速鉄道建設本

部の財務を担当

する担当課長）

(27) 　前渡金精算

書の承認に関

すること。

　 　 ○

（経理課長及び

高速鉄道建設本

部の財務を担当

する担当課長）

(28) 　既納乗車料

金の還付、乗

車券の書換え

等に関するこ

と。

　 　 ○

（管理課長及び

営業所長）

　　　附　則

　この規定は平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第７号

　川崎市交通局公印規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局公印規程の一部を改正する規

　　　程

　川崎市交通局公印規程（昭和54年交通局規程第５号）

の一部を次のように改正する。

　別表第１を次のように改める。

　別表第１（第３条関係）

ひな方番

号

公印 書体 寸法（ミ

リメート

ル）

用途 保管者 保管場所

（ア） 局印 てん書 方30 局名で発

する公文

書

庶務課長 庶務課

（イ） 局印 〃 方15 各種無料

乗車券

〃 〃

（ウ） 局長印 〃 方21 局長名で

発する公

文書

〃 〃

（エ） 局長職務

代理者印

〃 方21 局長職務

代理者名

で発する

公文書

〃 〃

（オ） 高速鉄道

建設本部

長印

〃 方18 高速鉄道

建設本部

長名で発

する公文

書

高速鉄道

建設本部

の庶務を

担当する

担当課長

高速鉄道

建設本部

（カ） 部長印 〃 方20 部長名で

発する公

文書

庶務課長 庶務課

（キ） 課（所）

長印

〃 方20 課（所）

長名で発

する公文

書

〃 〃

（ク） 企業出納

員印

〃 方21 企業出納

員（経理

課長及び

高速鉄道

建設本部

の財務を

担当する

担当課

長）名で

発する公

文書

経理課長 経理課

（ケ） 分任企業

出納員印

〃 方18 分任企業

出納員

（管理課

長及びお

客様サー

ビス課

長）名で

発する領

収書

管理課長 管理課

（コ） 分任企業

出納員印

〃 方18 分任企業

出納員

（営業所

長）名で

発する領

収書

営業所長 営業所

（サ） 契印 〃 縦34横14

角なし

一般公文

書の割印

庶務課長 庶務課
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（シ） 契印 〃 縦30横12

角なし

高速鉄道

建設本部

長名で発

する公文

書の割印

高速鉄道

建設本部

の庶務を

担当する

担当課長

高速鉄道

建設本部

　　　附　則

　この規定は平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第８号

　川崎市交通局電子計算機処理データ保護規程の一部を

改正する規程を次のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局電子計算機処理データ保護規

　　　程の一部を改正する規程

　川崎市交通局電子計算機処理データ保護規程（平成５

年交通局規程第７号）の一部を次のように改正する。

　第２条第５号中「主幹」を「担当課長」に、第６号中

「主幹」を「担当課長」に改める。

　　　附　則

　この規定は平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第９号

　川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に

関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支

　　　給方法等に関する規程の一部を改正する規

　　　程

　川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に

関する規程（昭和32年交通部規程第７号）の一部を次の

ように改正する。

　第８条に次の１号を加える。

　⑷ 　任期が定められている職員については、任期満了

の場合

　第11条第３項第２号中「1,400,000円」を「1,300,000

円」に改める。

　第12条の３第１項第２号を次のように改める。

　⑵ 　自ら所有する住宅に居住している職員（局長が別

に定めるこれに準ずる職員を含む。）

　第12条の３第３項第２号中「川崎市水道局企業職員の

給料等の額及び支給方法等に関する規程」を「川崎市上

下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する

規程」に、「水道局給与規程」を「上下水道局給与規程」

に改め、同項第３号中「水道局給与規程」を「上下水道

局給与規程」に改める。

　第15条の２第２項第１号中「次条」を「第16条」に改

め、同条の次に次の２条を加える。

第 15条の３　前２条の規定にかかわらず、正規の勤務時

間以外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外

にした勤務（勤務時間等規程第３条及び第４条の２並

びに川崎市交通局企業職員のうち特別の勤務に従事す

る職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平成

元年交通局規程第７号）第３条の規定に基づく週休日

における勤務のうち次項に定めるものを除く。以下こ

の項において同じ。）の時間と勤務時間等規程第４条

の２の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えて

勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を

超えてした勤務の時間（第16条の規定により休日勤務

手当が支給されることとなる勤務の時間を除く。以下

この項において同じ。）との合計が１箇月について60

時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した

全時間のうち、正規の勤務時間以外に勤務することを

命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間に対し

て勤務１時間につき、第18条に規定する勤務１時間当

たりの給与額に100分の150（その勤務時間が、午後10

時から翌日の午前５時までの間である場合は、100分

の175）を乗じて得た額を、勤務時間等規程第４条の

２の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてし

た勤務の時間に対して勤務１時間につき、第18条に規

定する勤務１時間当たりの給与額に100分の50を乗じ

て得た額を時間外勤務手当として支給する。

２ 　前項に定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

　⑴ 　正規の勤務時間（勤務時間等規程第５条第３項に

規定する正規の勤務時間をいう。）を超えて勤務し

た月においてその期間の全部を勤務時間等規程第３

条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められてい

る職員　次に掲げる日

　　ア 　当該月における日曜日

　　イ 　当該月における週休日の振替（勤務時間等規程

第４条の２第２項に規定する週休日の振替をい

い、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに

限る。）により週休日（勤務時間等規程第３条に

規定する週休日をいう。以下同じ。）に変更され

た日

　⑵ 　前号に掲げる職員以外の職員　次に掲げる日

　　ア 　川崎市交通局企業職員のうち特別の勤務に従事

する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

第５条第４項に規定する週休日

　　イ 　当該月における週休日の振替（勤務時間等規程

第４条の２第２項に規定する週休日の振替をい

い、勤務時間を割り振る日がアに定める日である

ものに限る。）により週休日に変更された日
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第 15条の４　勤務時間等規程第５条の３第１項に規定す

る代休時間を指定された場合において、当該代休時間

に職員が勤務しなかったときは、前条に規定する60時

間を超えて勤務した全時間のうち、当該代休時間の指

定に代えられた100分の150（その勤務時間が、午後10

時から翌日の午前５時までの間である場合は、100分

の175。以下この条において同じ。）の割合の時間外勤

務手当の支給に係る時間に対しては当該時間１時間に

つき、第18条に規定する勤務１時間当たりの給与額に

100分の150から第15条第１項に規定する割合（その勤

務時間が、午後10時から翌日の午前５時までの間であ

る場合は、その割合に100分の25を加算した割合）を

減じた割合を乗じて得た額の、100分の50の割合の時

間外勤務手当の支給に係る時間に対しては当該時間１

時間につき、第18条に規定する勤務１時間当たりの給

与額に100分の50から第15条の２に規定する割合を減

じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給する

ことを要しない。この場合において、職員には、勤務

しなかった代休時間について、正規の給与を支給する。

　第19条第２項各号を次のように改める。

　⑴ 　１種　116,700円

　⑵ 　２種　109,300円

　⑶ 　３種　99,800円

　⑷ 　４種　95,000円

　⑸ 　５種　88,900円

　⑹ 　６種　81,200円

　⑺ 　７種　77,300円

　第19条の３第１項第１号中「１種及び２種」を「１種」

に改め、同項第２号中「３種から５種まで」を「２種か

ら４種まで」に改め、同項第３号中「６種から８種まで」

を「５種から７種まで」に改める。

　第27条に次の１項を加える。

２ 　職員が勤務時間等規程第５条の３の規定により指定

された代休時間に勤務した場合において支給する当該

代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に

係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間等規

程第５条の３の規定により代休時間が指定された日の

属する月の翌月の」とする。

　第27条の２を第27条の３とし、第27条の次に次の１条

を加える。

第 27条の２　職員が、第５条に定める非常の場合の費用

に充てるため、前条の手当を請求した場合には、前条

（同条第２項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定にかかわらず、その請求の日までの分

を支給する。

　第32条中「施行について」を「実施に関し」に改め、

同条を第33条とし、第31条の２の次に次の１条を加える。

第 32条　この規程の規定により行うこととされている給

与計算に関する事務について、職員情報システム（給

与計算に関する事務を処理するための電子情報処理組

織で局長が認めるものをいう。以下同じ。）を利用す

ることができる場合は、原則として、職員情報システ

ムにより行うものとする。

２ 　この規程の規定により作成することとされている届

出書については、当該届出書に記載すべき事項を記録

した電磁的記録（職員情報システムによる情報処理の

用に供されるものをいう。）をもって、代えることが

できる。

　別表第４を次のように改める。

別表第４（第19条関係）

組織 職 区分

企画管理部 部長 ２種

庶務課長

経営企画課長

５種

課長（庶務課長及び経営

企画課長を除く。）

担当課長（労務担当）

６種

自動車部 部長 ３種

課長営業所長 ６種

高速鉄道建設

本部

本部長 ３種

担当課長 ６種

共通 担当理事 １種

担当部長 ４種

担当課長 ７種

第 ３号様式を次のように改める。
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第３号様式

日 曜

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

： から ： から

： まで ： まで

125

日数 時間数

回数 回数

時間数

夜間勤務手当

コード コード

支払コード 費目コード 職員コード及び氏名

担任 係長
所属課 150 135 160 休日 夜間

・

・ ・ ・ ・ ・・

・

・ ・ ・ ・ ・・

・ ・

・ ・ ・ ・

・

・

・ ・ ・ ・ ・

・

・ ・ ・ ・ ・・

・ ・

・ ・ ・ ・

・

・ ・

・

・

・

・ ・ ・ ・

・

・

・ ・ ・ ・ ・

・ ・

・

・

係長 命令者
150
100

受命者
の印

従事業務の
内容

・

・

135
100

160
100

休日
勤務

夜間
勤務

特殊勤務手当

日数

休日勤務手当

50

 

100 25

50
100

・

・

・ ・ ・ ・

・

・ ・

 

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

175

・

・・ ・

・ ・

・

・

・

・

・

・ ・ ・

・・ ・ ・

・

・

・ ・ ・・

・ ・・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・・

・ ・・

・ ・ ・ ・・

・ ・・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

・

・ ・ ・

・ ・

・

・ ・ ・

・

・ ・・ ・ ・ ・

・・

・ ・・ ・ ・・ ・

時間外等勤務命令簿・勤務実績報告書

25
100

命令者
承認印

命令時間 勤務時間

休
憩
時
間

125
100

100
100

175
100

月
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　　　附　則

　この規程は、平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第10号

　川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関す

る規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇

　　　給等に関する規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関す

る規程（昭和47年交通局規程第９号）の一部を次のよう

に改正する。

　第９条中「川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支

給方法等に関する規程」を「川崎市上下水道局企業職員

の給料等の額及び支給方法等に関する規程」に改める。

　　　附　則

　この規程は、平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第11号

　川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程を次のよう

に定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程

　　　の一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程（昭和57年

交通局規程第27号）の一部を次のように改正する。

　第16条を第17条とし、第15条の次に次の１条を加える。

　（職員情報システムによる処理）

第 16条　この規程の規定により作成することとされてい

る届出書については、当該届出書に記載すべき事項を

記録した電磁的記録（職員情報システム（給与計算に

関する事務を処理するための電子情報処理組織で局長

が認めるものをいう。）による情報処理の用に供され

るものをいう。）をもって、代えることができる。

　　　附　則

　この規程は、平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第12号

　川崎市交通局企業職員の特殊勤務手当支給規程の一部

を改正する規程を次のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局企業職員の特殊勤務手当支給

　　　規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員の特殊勤務手当支給規程（昭和

40年交通局規程第11号）の一部を次のように改正する。

　第５条中「企画管理部主幹（労務担当）」を「企画管

理部担当課長（労務担当）」に改める。

　第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。

　（職員情報システムによる処理）

第 ７条　この規程の規定により行うこととされている手

当の支給に関する事務について、職員情報システム

（給与計算に関する事務を処理するための電子情報処

理組織で局長が認めるものをいう。以下同じ。）を利

用することができる場合は、原則として、職員情報シ

ステムにより行うものとする。

２ 　この規程の規定により作成することとされている届

出書については、当該届出書に記載すべき事項を記録

した電磁的記録（職員情報システムによる情報処理の

用に供されるものをいう。）をもって、代えることが

できる。

　　　附　則

　この規程は、平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第13号

　川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程の一

部を改正する規程の一部を改正する規程を次のように定

める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局企業職員の育児休業等に関す

　　　る規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程（平

成４年交通局規程第４号）の一部を次のように改正する。

　第23条を第24条とし、第22条の次に次の１条を加える。

　（職員情報システムによる処理）

第 23条　この規程の規定により行うこととされている承

認の請求等に関する事務について、職員情報システム

（給与計算に関する事務を処理するための電子情報処

理組織で局長が認めるものをいう。以下同じ。）を利

用することができる場合は、原則として、職員情報シ

ステムにより行うものとする。

２ 　この規程の規定により作成することとされている請

求書等については、当該請求書等に記載すべき事項を

記録した電磁的記録（職員情報システムによる情報処

理の用に供されるものをいう。）をもって、代えるこ

とができる。

　　　附　則

　この規程は、平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────
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川崎市交通局規程第14号

　川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に

関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支

　　　給方法等に関する規程の一部を改正する規

　　　程の一部改正

　川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に

関する規程の一部を改正する規程（平成19年交通局規程

第19号）の一部を次のように改正する。

　附則第９項中「第７項」を「附則第７項」に改め、同

項に次の１号を加える。

　⑹ 　切替日以降に附則第７項、附則第10項及び附則第

11項の規定による給料を支給される職員でなくなっ

た職員

　附則第10項中「同項の規定による」を「附則第７項の

規定による」に改める。

　附則第11項中「前２項」を「附則第７項及び前項」に

改める。

　　　附　則

　この規程は、平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第15号

　川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、

　　　休暇等に関する規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する規程（平成元年交通局規程第６号）の一部を次のよ

うに改正する。

　第５条の２第１項中「（休日」の次に「及び次条第１

項により代休時間が指定された勤務日等」を加え、同条

の次に次の１条を加える。

　（代休時間）

第 ５条の３　局長は、川崎市交通局企業職員の給料等の

額及び支給方法等に関する規程（昭和32年交通部規程

第７号。以下「給料等支給規程」という。）第15条の

３の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対

して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置

の対象となるべき時間（以下「代休時間」という。）

として、同条に規定する60時間を超えて勤務した全時

間に係る月（第３項において「60時間超過月」とい

う。）の末日の翌日から同日を起算日とする２月後の

日までの期間内にある勤務日等（休日及び代休日を除

く。）に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定

することができる。

２ 　前項の規定により職員が代休時間を指定された場合

において、当該代休時間における正規の勤務時間に係

る当該職員の勤務は、特に勤務することを命ぜられる

場合を除き、免除されるものとする。

３ 　局長は、第１項の規定に基づき代休時間を指定する

場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等（休

日及び代休日を除く。）に割り振られた勤務時間のう

ち、代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当

の支給に係る

　60時間超過月における給料等支給規程第15条の３の規

定の適用を受ける時間（以下この項において「60時間超

過時間」という。）の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

　⑴ 　給料等支給規程第15条第１項第１号及び第15条の

２第１項に掲げる勤務に係る時間（次号に掲げる時

間を除く。）　当該時間に該当する60時間超過時間の

時間数に100分の25を乗じて得た時間数

　⑵ 　給料等支給規程第15条第１項第１号に規定する育

児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあって

は、同号に規定する７時間45分に達するまでの間の

勤務に係る時間　当該時間に該当する60時間超過時

間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

　⑶ 　給料等支給規程第15条第２項に掲げる勤務に係る

時間　当該時間に該当する60時間超過時間の時間数

に100分の15を乗じて得た時間数

４ 　前項の場合において、その指定は、１日又は半日

（年次休暇の時間に連続して代休時間を指定する場合

にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該代休

時間の時間数を合計した時間数が１日又は半日となる

時間）を単位として行うものとする。

５ 　局長は、職員があらかじめ代休時間の指定を希望し

ない旨を申し出た場合には、代休時間を指定しないも

のとする。

６ 　代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、局長が

別に定める。

　第10条第２項第３号中「川崎市水道局企業職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する規程」を「川崎市上下水道

局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程」に

改め、同項第５号中「第12項」を「第13項」に改め、同

条第５項第１号中「第12項」を「第13項」に改め、同条

第11項中「７時間45分」を「８時間」に改め、第12項を

第13項とし、第11項の次に次の１項を加える。

12　一の休暇年度において、受けることができる１時間

単位の年次休暇は、５日を超えない範囲内とする。

　第10条の２第３項中「及び代休日」を「、代休日及び
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代休時間」に改める。

　第12条の２第３項中「川崎市交通局企業職員の給料等

の額及び支給方法等に関する規程（昭和32年交通部規程

７号）」を「給料等支給規程」に、「同規程」を「給料等

支給規程」に改める。

　別表第３備考12関係第４号に後段として次のように加

える。

　 　この場合において、同項後段中「８時間」とあるの

は「７時間45分」と読み替えるものとする。

　別表第３備考16関係第３号に後段として次のように加

える。

　 　この場合において、同項後段中「８時間」とあるの

は「７時間45分」と読み替えるものとする。

　別表第３備考17関係第３号に後段として次のように加

える。

　 　この場合において、同項後段中「８時間」とあるの

は「７時間45分」と読み替えるものとする。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規程は、平成22年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　この規程の施行の際現に改正前の川崎市交通局企業

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第10条第

12項の規定により繰り越すことができる年次休暇につ

いて、１時間未満の端数があるときは、これを切り上

げる。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第16号

　川崎市交通局企業職員のうち特別の勤務に従事する職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正

する規程を次のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局企業職員のうち特別の勤務に

　　　従事する職員の勤務時間、休日、休暇等に

　　　関する規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員のうち特別の勤務に従事する職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平成元年交

通局規程第７号）の一部を次のように改正する。

　第５条第３項中ただし書を削り、同条第４項中「（副

所長を除く。以下この項において同じ。）」を削り、同条

第５項を削る。

　第７条を次のように改める。

　（１時間を単位とする年次休暇等の換算）

第 ７条　勤務時間等規程第10条第11項に規定する１時間

を単位とする年次休暇は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じ、当該各号に定める時間をもって１日の年次

休暇とする。

　⑴ 　誘導員　８時間

　⑵ 　自動車の整備に従事する職員（短時間勤務職員に

限る。）　７時間

２ 　勤務時間等規程第10条第11項（別表第３において準

用する場合に限る。）及び第12条の３第３項に規定す

る１時間を単位とする特別休暇及び組合休暇は、次の

各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時

間をもって１日の特別休暇及び組合休暇とする。

　⑴ 　誘導員　７時間15分

　⑵ 　自動車の整備に従事する職員（短時間勤務職員に

限る。）　６時間12分

　別表第１中

「

副所長 変

則

勤

務

７時間45

分（営業

所長）

午前８時

30分から

午後５時

まで又は

午後０時

30分から

午後９時

まで

勤務時間

帯の途中

において

45分

　 日曜日及

び土曜日

運 行 係

長、安全

指導係長

及びサー

ビス係長

変

則

勤

務

７時間45

分（営業

所長）

午前８時

30分から

午後５時

まで又は

午後０時

30分から

午後９時

まで

勤務時間

帯の途中

において

45分

　 日曜日及

び 土 曜

日、火曜

日及び水

曜日又は

木曜日及

び金曜日

営業所の

事務に従

事する職

員

隔

日

勤

務

15時間30

分（営業

所長）

午前８時

30分から

翌日の午

前８時30

分まで

勤務時間

帯の途中

において

３時間15

分

勤務時間

の途中に

おいて５

時間15分

年 間104

日を超え

ない範囲

とする。

日

勤

勤

務

７時間45

分（営業

所長）

勤務を命

ぜられた

時間から

８時間30

分

勤務時間

帯の途中

において

45分

　 年 間104

日を超え

ない範囲

とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

運行係長

及び安全

指導係長

日

勤

勤

務

７時間45

分（営業

所長）

午前８時

30分から

午後５時

まで

勤務時間

帯の途中

において

45分

　 日曜日及

び月曜日

又は金曜

日及び土

曜日

営業所の

事務に従

事する職

員

隔

日

勤

務

15時間30

分（営業

所長）

午前８時

30分から

翌日の午

前８時30

分まで

勤務時間

帯の途中

において

４時間

勤務時間

の途中に

おいて４

時間30分

年間10 4

日を超え

ない範囲

とする。

日

勤

勤

務

７時間45

分（営業

所長）

勤務を命

ぜられた

時間から

８時間30

分

勤務時間

帯の途中

において

45分

　 年間10 4

日を超え

ない範囲

とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。
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　　　附　則

　この規程は、平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第17号

　川崎市交通局企業職員の級別の標準的職務の内容を定

める規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局企業職員の級別の標準的職務

　　　の内容を定める規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員の級別の標準的職務の内容を定

める規程（昭和32年交通局規程第８号）の一部を次のよ

うに改正する。

　別表第１を次のように改める。

　別表第１（第２条関係）

　級別標準職務表

給料表 職務の級 職務

交通企業職給料

表⑴

１級 定型的業務を行う職務

２級 高度の知識又は経験を必

要とする職務

３級 主任の職務

４級 １ 　係長、副所長又は担

当係長の職務

２ 　係に相当する事業所

の長の職務

５級 課長補佐の職務

６級 １ 　課長又は担当課長の

職務

２ 　課に相当する事業所

の長の職務

７級 部長、高速鉄道建設本部

長又は担当部長の職務

８級 担当理事の職務

交通企業職給料

表⑵

１級 定型的業務を行う職務

２級 高度の知識又は経験を必

要とする職務

３級 主任の職務

４級 １ 　係長、副所長又は担

当係長の職務

２ 　係に相当する事業所

の長の職務

５級 課長補佐の職務

６級 １ 　課長又は担当課長の

職務

２ 　課に相当する事業所

の長の職務

交通企業職給料

表⑶

１級 技能職又は業務職の職務

２級 相当の技能及び経験を必

要とする技能職又は業務

職の職務

３級 高度の技能及び経験を必

要とする技能職又は業務

職の職務

４級 １　職長の職務

２ 　経験及び困難の度が

前号に相当する職務

　　　附　則

　この規定は平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第18号

　川崎市交通事業会計規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通事業会計規程の一部を改正する

　　　規程

　川崎市交通事業会計規程（平成４年３月31日交通局規

程第８号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１号中「高速鉄道建設本部参事」を「高速鉄

道建設本部の財務を担当する担当課長」に改める。

　同条第２号中「高速鉄道建設本部の財務を担当する主

査」を「高速鉄道建設本部の財務を担当する担当係長」

に改める。

　同条第４号中「管理課の管理を担当する主査」を「管

理課の管理を担当する担当係長」に改め、次に「お客様

サービス課の庶務を担当する担当係長」を加える。

　第12条第２項中「高速鉄道建設本部財務担当」を「高

速鉄道建設本部調査担当」に改める。

　第13条中「主幹」を「担当課長」に改める。

　第31条第１項中「債権が消滅した場合においては、」

を「債権が消滅した場合において欠損処分をしようとす

るときは、」に、「経理担当課長に送付しなければならな

い。」を「経理担当課長に送付し、局長決裁を受けなけ

ればならない。」に改め、同条第２項中「振替回議書の

送付を受けたときは、」を「規定に基づき欠損処分を行

ったときは、」に改める。
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　第102条の２中「以下「法」という。」を「以下「自治

法」という。」に改める。

　第102条の15中「法」を「自治法」に改める。

　　　附　則

　この規程は、平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第19号

　川崎市交通局請負工事監督規程の一部を改正する規程

を次のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局請負工事監督規程の一部を改

　　　正する規程

　川崎市交通局請負工事監督規程（平成13年交通局規程

第18号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１号中「又は主幹」を削る。

　　　附　則

　この規定は平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第20号

　川崎市交通局請負工事検査規程の一部を改正する規程

を次のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局請負工事検査規程の一部を改

　　　正する規程

　川崎市交通局請負工事検査規程（平成13年交通局規程

第19号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１号中「又は主幹」を削る。

　　　附　則

　この規定は平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第21号

　川崎市交通局企業職員出勤簿整理規程の一部を改正す

る規程を次のように定める。

　　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局企業職員出勤簿整理規程の一

　　　部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員出勤簿整理規程（平成13年交通

局規程第17号）の一部を次のように改正する。

　題名中「出勤簿」を「出勤記録」に改める。

　第１条中「出勤簿」を「出勤記録（出勤簿又は職員情

報システム（職員の勤務情報等を処理するための電子情

報処理組織で総務局人事部が所管するものをいう。以下

同じ。）において管理する職員の出勤等に関する記録を

いう。以下同じ。）」に改める。

　第２条から第５条までを次のように改める。

　（総括出勤記録管理者及び出勤記録管理者）

第 ２条　局に総括出勤記録管理者を置き、庶務課長をも

って充てる。

２ 　出勤記録管理者は、別表の左欄に掲げる箇所に置

き、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

３ 　総括出勤記録管理者は、総括出勤記録管理代行者

を、出勤記録管理者は、

　　出勤記録管理代行者を置くことができる。

　（総括出勤記録管理者及び出勤記録管理者等の職務）

第 ３条　総括出勤記録管理者及び出勤記録管理者（以下

「管理者」という。）は、次の各号に掲げる区分に応

じて当該各号に定める職務を行うものとする。

　⑴ 　総括出勤記録管理者

　　 　局内の職員の出勤状況を確認するとともに、職員

情報システムにおいて行う局内各課の出勤状況の月

締め確定処理（当該月の職員の勤務日や休暇等の取

得日の状況を確定することをいう。以下同じ。）及

び局の月締め確定処理をすること。

　⑵ 　出勤記録管理者（所長を除く。）

　　ア 　出勤時限前に出勤情報の読取装置を所定の場所

に置き、川崎市職員ＩＣカード（以下「ＩＣカー

ド」という。）による出勤情報の登録を行えるよ

うにすること。

　　イ 　出勤時限後に職員情報システムにおける電子計

算機の映像面への表示により出勤記録を点検し、

必要な処理を行うこと。

　　ウ 　毎月の出勤状況を確認するとともに、職員情報

システムにおいて出勤状況の月締め確定処理を行

うこと。

　　エ 　休暇等に係る書類を整理し、及び保管すること。

　　オ 　アからエまでに定めるもののほか、局長が出勤

記録の管理に関し必要と認めること。

　⑶ 　出勤記録管理者（所長に限る。）

　　ア 　出勤記録を管理し、及び休暇等に係る書類を整

理し、保管すること。

　　イ 　出勤状況を報告すること。

　　ウ 　出勤記録を修正すること。

　　エ 　アからウまでに定めるもののほか、局長が出勤

記録の管理に関し必要と認めること。

２ 　総括出勤記録管理代行者は、総括出勤記録管理者の

指示に、出勤記録管理代行者は、出勤記録管理者の指

示又は依頼に基づき、職務を代行するものとする。

　（出勤記録の整理）

第 ４条　出勤記録管理者は、毎日出勤時限後に出勤簿又

は職員情報システムにより出勤記録を点検し、出勤の
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表示又は次の区分ごとに定める表示のないものは、当

該区分に従い相当の表示をしなければならない。

　⑴ 　出勤に属するもの

　　ア 　出勤時限前に出張した場合　出張

　　イ 　ＩＣカードを紛失、破損、その他の理由により

ＩＣカードによる出勤情報の登録が行えないこと

の申し出をした場合及び職員情報システムの都合

により出勤情報の登録が行えなかった場合等　出

　　ウ 　他の地方公共団体等に派遣された場合　派遣

　⑵ 　職務専念の義務の免除に属するもの

　　 　職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

（昭和26年川崎市条例第17号）第２条の規定により

職務専念の義務を免除された場合

　　ア 　研修を受ける場合　研修

　　イ 　妊産婦である女性職員が、母子保健法（昭和40

年法律第141号）第10条に規定する保健指導又は

同法第13条に規定する健康診査を受ける場合　保

健

　　ウ 　妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関

の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響が

あると認められる場合　通勤

　　エ 　アからウまで以外の理由により１日を単位とし

て職務専念の義務を免除された場合　免

　　オ 　アからウまで以外の理由により半日を単位とし

て職務専念の義務を免除された場合　半免

　　カ 　アからウまで以外の理由によりそのつど必要と

認められる時間について職務専念の義務を免除さ

れた場合　時免

　⑶ 　休日、休暇等に属するもの

　　 　川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する規程（平成元年交通局規程第６号）により

休日、休暇等とされる場合

　　ア 　休日　休日

　　イ 　年次休暇　休暇

　　ウ 　イの場合において半日を単位とした年次休暇　

半休

　　エ 　イの場合において時間を単位とした年次休暇　

時休

　　オ 　公傷病による病気休暇　公傷

　　カ 　通勤災害による病気休暇　通災

　　キ 　私傷病による病気休暇　病休

　　ク 　災害・事故等による出勤困難休暇　特休１

　　ケ 　災害による現住居の滅失又は損壊休暇　特休２

　　コ 　災害時の退勤途上の事故発生防止休暇　特休３

　　サ 　官公署への出頭休暇　特休４

　　シ 　選挙権等の権利行使休暇　特休５

　　ス 　結婚休暇　婚休

　　セ 　産前、産後の休暇　産休

　　ソ 　生理休暇　生休

　　タ 　育児休暇　育休

　　チ 　祭日休暇　祭

　　ツ 　忌引　忌引

　　テ 　職員の配偶者の分べん看護の休暇　看休

　　ト 　テの場合において半日を単位とした職員の配偶

者の分べん看護の休暇　半看休

　　ナ 　テの場合において時間を単位とした職員の配偶

者の分べん看護の休暇　時看休

　　ニ 　骨髄液の提供　特休13

　　ヌ 　ボランティア休暇　ボ休

　　ネ 　ヌの場合において半日を単位としたボランティ

ア休暇　半ボ休

　　ノ 　夏季休暇　夏休

　　ハ 　ノの場合において半日を単位とした夏季休暇　

半夏休

　　ヒ 　子の看護のための休暇　子休

　　フ 　ヒの場合において半日を単位とした子の看護の

ための休暇　半子休

　　ヘ 　ヒの場合において時間を単位とした子の看護の

ための休暇　時子休

　　ホ 　男性職員の育児参加のための休暇　育参

　　マ 　ホ場合において半日を単位とした男性職員の育

児参加のための休暇　半育参

　　ミ 　ホの場合において時間を単位とした男性職員の

育児参加のための休暇　時育参

　　ム　介護休暇　介休

　　メ 　ムの場合において半日を単位とした介護休暇　

半介

　　モ 　ムの場合において時間を単位とした介護休暇　

時介

　　ヤ　組合休暇　組休

　　ユ 　ヤの場合において時間を単位とした組合休暇　

時組休

　　ヨ 　日曜日及び土曜日以外の週休日。ただし、特別

の勤務に従事する職員にあっては、当該職員に割

り振られた週休日　週休

　　ラ　週休日の振替　振替

　　リ 　ラの場合において半日を単位とした振替　半振

替

　　ル　休日の代休日　代休

　　レ　代休時間　代替休

　　ロ 　レの場合において半日を単位とした代休時間　

半代替

　　ワ 　レの場合において時間を単位とした代休時間　

時代替

　⑷ 　欠勤等に属するもの

　　ア 　有給休暇を受ける事由がなく私事の故障により
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出勤できない場合　欠勤

　　イ 　アの場合において時間を単位とした欠勤　時欠

勤

　　ウ 　休職を命ぜられた場合　休職

　　エ 　職員団体の役員として、専ら従事することを許

可された場合　専従

　　オ 　育児休業を承認された場合　休業

　　カ 　部分休業を承認された場合　部休業

　　キ 　停職を命ぜられた場合　停職

　　ク 　無届若しくは勤務命令に反し、正規の勤務時間

中に勤務しないとき又は正当の理由がなくＩＣカ

ードによる出勤情報の登録を怠り正規の手続きを

しない場合　不参

２ 　前項各号に規定する区分に従い表示することができ

ないときは、局長が別に定めるところによる。

　（出勤状況の月締確定処理等）

第 ５条　出勤記録管理者は、毎月の出勤状況について、

翌月７日までに、出勤簿又は職員情報システムにおけ

る映像面への表示により月締め確定処理を行うととも

に、川崎市交通局企業職員服務規程（平成18年交通局

訓令第１号）第12条第６項に規定する医師の診断書又

は書面について、総括出勤記録管理者を通じて局長に

提出しなければならない。

　第７条及び第８条を次のように改める。

　（ＩＣカード等による出勤情報の登録）

第 ７条　出勤情報の登録は、自らＩＣカード等により行

わなければならない。

２ 　ＩＣカード等を所持していないとき又は出勤時限ま

でに出勤しＩＣカード等による出勤情報の登録を怠っ

たときは、遅滞なくその旨を出勤記録管理者に申し出

なければならない。

　（休暇の修正等）

第 ８条　職員は、川崎市交通局企業職員服務規程第12条

及び第22条第１項の規定により休暇等の承認を受けた

後これを修正する場合は、速やかにその理由を付して

所要の手続をとり、承認を受けなければならない。

　第９条中「出勤簿に」を「出勤記録に」に、「不参訂

正願を出勤簿管理者に提出し」を「不参の訂正を出勤記

録管理者に申し出」に改め、同条第１号中「出張届の提

出」を「出張手続」に改め、同条第２号中「出勤簿に押

印」を「ＩＣカード等による出勤情報の登録」に改め、

同条第３号中「願届書の提出」を「申請手続」に改める。

　第10条を第11条とし、第９条の次に次の１条を加える。

　（職員情報システムによる処理）

第 10条　この規程の規定により行うこととされている出

勤記録に関する事務について、職員情報システムを利

用することができる場合は、原則として、職員情報シ

ステムにより行うものとする。

２ 　この規程の規定により作成することとされている書

類については、当該書類に記載すべき事項を記録した

電磁的記録（職員情報システムによる情報処理の用に

供されるものをいう。）をもって、代えることができる。

　別表中「出勤簿管理者」を「出勤記録管理者」に、「主

幹」を「担当課長」に改める。

　　　附　則

　この規程は、平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第22号

　川崎市交通局契約規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。

　　平成22年４月１日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局契約規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４号）

の一部を次のように改正する。

　第５条中「少く」を「少なく」に改め、「新聞紙上又

は掲示その他の方法により」を削る。

　第７条中「一」を「いずれか」に改め、同条第５号中

「兼ね」を「兼ね、」に改め、同条第７号中「不明確の」

を「不明確な」に改める。

　第８条第１項中「当該」を削る。

　第９条第２号中「履行した者」を「履行したもの又は

別に定める要件を備えるもの」に改める。

　第25条中「及び」を削り、「並びに第10条」を「、第

10条から第17条まで及び第19条」に改める。

　第29条中「及び第９条」を「、第９条」に、「並びに」

を「及び」に改める。

　第34条の２中「第３項」を「第３条」に改める。

　第36条中「当り」を「当たり」に改める。

　第45条第１項及び第２項中「請負金額20,000,000円を

加える」を「その金額に20,000,000円を加えるまで」に

改める。

　第46条中「物等」を「等」に改め、同条に次の１項を

加える。

２ 　請負人が必要があると認めて工事目的物及び工事材

料を火災保険その他の保険に付した場合には、遅滞な

くその旨を局長に通知しなければならない。

　第47条第１項中「契約金額の年8.25パーセントの割合

で計算した」を「、契約金額に契約締結の日における政

府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第

256号）第８条第１項に規定する財務大臣が決定する率

を乗じて得た」に改め、同条第４項中「損害金額」を「契

約金額」に改める。

　第52条第１項第４号中「手続き」を「手続」に改める。

　　　附　則



川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成22年６月17日

－419－

　（施行期日）

１ 　この規程は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正後の規程（以下「新規程」という。）の規定は、

この規程の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条

の６第１項の規定による公告、新規程第23条第２項若

しくは第３項の規定による通知又は新規程第27条第３

項の規定による通知（以下「公告等」という。）を行

う契約について適用し、施行日前に公告等を行った契

約については、なお従前の例による。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第23号

　川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める規程の一部

を改正する規程を次のように定める。

　　平成22年４月１日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める

　　　規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める規程（平成

８年交通局規程第22号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「手続き」を「手続」に改める。

　第５条第２項中「経理課長は、」を削る。

　第１号様式中「平成」を削る。

　第２号様式を次のように改める。
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第２号様式  

軽 易 工 事 請 書 

 

  

印 紙 

 

  

決裁欄 

      年度 契約番号 第                          号 

款 

 

項 

 

目 

 

節 

 

  

件名 

履行場所 

期間 着手期限   年         月        日

   

完成期限   年         月        日

請負金額                 

  

うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 

契約保証金  

検査期限 完成届を受理した日から１４日以内 

代金支払期限 引渡し後適法な手続に基づく請求書を受理した日から４０日以内 

かし担保期間  

損害金 遅延日数に応じ請負金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止

等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項に規定する財務大臣

が決定する率で計算した金額 

上記により、川崎市交通局契約規程に定める条項を守り承諾の上頭書の金額をもって頭書の期限

内に契約を履行することをお請けします。 

  

   年   月   日  

  

請負者 住所 

  

商号又は名称 

  

代表者名 

（あて先）川崎市交通局長 
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　第 ３号様式中「平成」を削る。

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

交 通 局 訓 令

川崎市交通局訓令第１号

　川崎市交通局職員安全衛生委員会規程の一部を改正す

る訓令を次のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 　　交通局長　　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局職員安全衛生委員会規程の一

　　　部改正

　川崎市交通局職員安全衛生委員会規程（昭和49年川崎

市交通局訓令第３号）の一部を次のように改正する。

　別表第１を次のように改める。

別表第１（第４条、第10条関係）

名称 委員長 副委員長 委員 書記

川崎市交通局

職員安全衛生

委員会

企画管理部長 労働組合副委

員長

庶務課長、管

理課長、運輸

課 長、 担 当

課 長（ 労 務

担当）、塩浜

営業所長、井

田営業所長、

鷲ケ峰営業所

長、労働組合

の推薦により

局長が任命し

た者７名

庶務課職員係

長

　別表第２を次のように改める。

別表第２（第４条関係）

名称 委員長 委員 書記

事業場職員安全

衛生委員会

事業場総括安全

衛生管理者

安全管理者、衛

生管理者、労働

組合又は各所属

長の推薦により

局長が任命した

者

若干名

　　　附　則

　この規則は、平成22年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局訓令第２号

　川崎市交通局企業職員服務規程の一部を改正する訓令

を次のように定める。

　　平成22年３月31日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 　　交通局長　　小　林　　　隆　　

　　　川崎市交通局企業職員服務規程の一部を改

　　　正する規程

　川崎市交通局企業職員服務規程（平成18年交通局訓令

第１号）の一部を次のように改正する。

　目次を次のように改める。

目次

　第１章　総則（第１条～第７条）

　第２章　公務員倫理（第８条～第10条）

　第３章　服務心得（第11条～第25条）

　第４章　賞罰（第26条・第27条）

　第５章　非常心得（第28条・第29条）

　第６章　雑則（第30条・第31条）

　　附則

　 　第５条第４項を次のように改める。

４ 　職員証を亡失し、又は損傷した場合は、職員証の再

交付手続をとり、再交付を受けなければならない。こ

の場合において、職員証を損傷したときは速やかに返

納しなければならない。

　第７条第１項中「職員と」を「公務員と」に改め、同

条第４項を次のように改める。

４ 　き章を亡失し、又は損傷した場合は、き章の再交付

手続をとり、再交付を受けなければならない。この場

合において、所定の実費を弁償するほか、き章を損傷

したときは速やかに返納しなければならない。

　第11条の見出しを「（出勤情報の登録等）」に改め、同

条第１項を次のように改める。

第 11条　職員は、出勤時限までに出勤しなければならな

い。

　第11条第２項中「運転手」を「自動車運転手」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加

える。

２ 　本庁舎に勤務する職員（以下「本庁舎勤務職員」と

いう。）の出勤処理については、次のとおりとする。

　⑴ 　出勤時限までに出勤したときは、職員情報システ

ム（職員の勤務情報等を処理するための電子情報処

理組織で総務局人事部が所管するものをいう。以下

同じ。）における出勤情報の登録を自ら川崎市職員

ＩＣカード（以下「ＩＣカード」という。）により

行わなければならない。ただし、部長級以上の職に

ある者は、この限りでない。

　⑵ 　ＩＣカードは、取扱いを慎重にし、他人に貸与し

てはならない。

　⑶ 　記載事項に変更があった場合には、ＩＣカードを

提出し、書換えの手続をとらなくてはならない。

　⑷ 　ＩＣカードを亡失し、又は損傷した場合は、ＩＣ

カードの再交付手続をとり、再交付を受けなければ

ならない。この場合において、所定の実費を弁償す

るほか、ＩＣカードを損傷したときは速やかに返納

しなければならない。

３ 　本庁舎勤務職員以外の職員は、職員カードにより自


